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重要事項説明書 

  

 厚生省令第３８号第４条第１項の規定に基づき、当事業者の居宅介護支援の提

供に関し、あなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１ 事業者の概要 

（１）名 称 等 

 

  名     称 
 独立行政法人 地域医療機能推進機構 

 三島総合病院附属居宅介護支援センター 

所 在 地  三島市谷田字藤久保２２７６ 

電 話 番 号  ０５５－９７５－２９５１ 

法人種別及び名称 独立行政法人 地域医療機能推進機構 

代 表 者 職  理事長 

代 表 者 氏 名  山本  修一 

介護保健事業所番号 ２２５０６８００３６ 

指 定 年 月 日  平成 12 年 3 月 1 日 

交 通 の 便  
ＪＲ三島駅（南口）より 東海バスで 25 分 

伊豆箱根鉄道（田町駅）よりシャトルバスで 15 分   

通常の実施地域  三島市、函南町、長泉町の一部（上土狩） 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

 

要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指

定居宅介護支援を提供することを目的とします。 

運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家族環境等を踏まえ、介護保険

法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や

事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りな

がら、利用者の要介護状態の軽減や悪化防止のため、適切なサービ

ス提供に努めます。 

 

（３）勤務体制 

 

管理者 

 

従業者の管理及び利用申し込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 

従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行います。 

常勤１名 

(介護支援専

門員と兼務) 

介護支援専門員 要介護状態等からの相談に応じるとともに、居宅サ

ービス計画の作成等、居宅介護支援業務を行います。 

常勤３名 
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（４） 営業日及び営業時間 

 

営 業 日 
月曜日～金曜日までとする。但し、国民の休日・年末年始（12 月 29 日

～1月３日）は休業とする。 

営 業 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

連 絡 体 制 

２４時間相談対応し、必要に応じて指定居宅介護支援を行います。                

（連絡先）０５５－９７５－２９５１ 

（緊急時）０７０－５５９５－７６８１ 

 

 

２ 居宅介護支援の概要 

（１） 居宅介護支援の内容 

 

項     目 内 容・方 法 等 

要介護認定等の申請代行 利用者が希望する場合、事業者が代行します。 

課題分析の実施 

利用者の居宅に訪問し、課題分析表（アセスメン

トシート）を使います。 

利用者の居宅に訪問し、利用者が自立した生活

(その人らしい生活)を営むことができるように必要

とされる「解決すべき課題」を課題分析表等を使い

把握します。 

居宅サービス計画の作成 

利用者の意向、課題分析の結果を踏まえ、援助方

針、サービスの種類、内容や担当者等を定めた計画

です。 

この計画に基づいて介護保険サービス等が提供

されます。 

サービス担当者会議等の実施 

介護保険サービス担当者等を召集して行うサー

ビス担当者会議又は、サービス担当者に対する照会

等により、専門的な意見を求めた上で、居宅介護サ

ービス計画を作成します。 

居宅サービス計画の実施 

利用者に居宅介護サービス計画の説明及び同意

を得た上で、居宅サービス計画に基づき介護保険サ

ービス等が提供されるように連絡調整等をします。 

居宅サービス計画の実施状況の把握 

居宅介護サービス計画の内容が達成できている

か、少なくとも月１回、利用者の居宅を訪問してモ

ニタリングをします。 

再アセスメントの実施 

モニタリングの結果、対象者の変化等によって居

宅介護サービス計画の大きな見直しがあるときは、

再度アセスメントを実施します。 
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介護保険施設への紹介 
地域包括支援センター等と連携し、適切な施設の

紹介をします。 

苦情処理の対応 

① 苦情があった場合は、直ちに利用者側と連絡を

取り、苦情内容を確認し対処します。 

② 担当者は、苦情内容を管理者に報告します。 

③ 管理者は、担当者及び他の従事者を加え、苦情

処理に向けた検討会議を行います。 

④ 検討会議の結果を基に処理結果を纏めて、管理

者は必ず翌日までに具体的な対応を指示しま

す。 

⑤ 苦情処理結果記録を保管し、再発防止に努めま

す。 

 

（２） 居宅介護支援の利用にあたって 

 

項    目 内 容・方 法 等 

サービス提供困難時の対応 
他の居宅介護支援事業者との連絡を取り、適切

なサービスが提供されるように対応します。 

サービスの質向上のための方策 
担当者である介護支援専門員を職場内外の研修

に参加させます。 

介護支援専門員を変更する場合の対

応 

サービス提供に支障が生じない様に、引継ぎを

行います。 

プライバシーの遵守 
正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者

又は家族の秘密を保持します。 

事故発生時の対応 

① 利用者に対する指定居宅介護支援の提供に事

故が発生した場合には、速やかに市町村、利用

者の家族に連絡し、必要な措置を講じます。 

② 事故が発生した場合にはその原因を解明し、再

発防止の対策を講じます。 

③賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに

損害賠償を行います。ただし、利用者の故意に

起因する事故または事業者に過失がない場合は

この限りではありません。 

 

（３） 公正中立な居宅介護支援の確保 

利用者は介護支援専門員が居宅サービス計画を作成するにあたり、計画 

に位置付ける居宅サービス事業所について、次のことを当事業者に求める 

ことを可能とします。 

ア 複数の居宅サービス事業所の紹介を求めること。 
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イ 当該居宅サービス事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を 

求めること。 

 

（４） 医療と介護の連携の強化 

当事業者は、医療機関との連携を促進するため、次のことを実施します。 

    ア 入院時における医療機関との連携促進 

居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に 

担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼 

します。 

    イ 平時からの医療機関との連携促進 

     ⅰ  利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者

の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、

この意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画の交

付を行います。 

    ⅱ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服

薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利

用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医

師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

 

（５） 質の高い居宅介護支援の推進 

居宅介護支援の公正中立性の確保を図る観点から、下記期間において 

当事業所の作成した居宅サービス計画書に位置づけたサービス事業者を 

公表します。〔期間〕令和６年 9 月 1 日～令和 7 年 2 月 28 日 

訪問介護 

（１６％） 
めぐみの家総合事業所 

（４０％） 

訪問介護リベルテ函南 

（４０％） 
ﾊｰﾄﾌﾙｹｱさくら 

（８％） 

通所介護 

（５３％） 
ツクイ三島

（２６％） 

ﾃﾞｲｻｰﾋｽ・ダイバ

（１４％） 
ケアサポートゆうき 

（１３％） 

地域密着型通所介護 

（６％） 

デイサービス若芝 

（４６％） 
ココカラクト三島本町 

（３０％） 

樹楽団らんの家 三島若松 

（２３％） 

福祉用具貸与 

（６７％） 

フロンティア静岡営業所 

（２９％） 
ケアベース長泉 

（２７％） 

フランスベッド 

（１４％） 

※上記内容は「介護サービス情報公表システム」でも閲覧できます。 

 

３ 利用料金 

（１）利用料   原則としてあなたの自己負担はありません。 

               あなたの被保険者証に保険料未納により支払変更(償還払い)の 

記載があったときは、１ヶ月につき下記の金額をいただきます。

この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、こ

の証明書を後日、市町村の窓口に提出して払戻を受けて下さい。 
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要介護度状態区分 １ヶ月につき 

要介護度１、要介護度２ １１，０８８円 

要介護度３、要介護度４、要介護度５ １４，４０６円 

  

特定事業所加算Ⅲ ３，２９７円 

初回加算 ３，０６３円 

入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) ( Ⅰ )２，５５２円 ( Ⅱ )２，０４２円 

退院･退所加算（ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 無） (１回)４，５９４円 (２回)６，１２６円 

退院･退所加算 (ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 有） (１回)６，１２６円 (２回)７，６５７円 

通院時情報連携加算      ５１０円 (３回)９，１８９円 

（２）支払方法  あなたが当事業者に料金を支払うこととなる場合の支払方法 

については月ごとの精算とします。毎月１０日までに前月分の 

請求を致しますので２０日までに口座引き落としにてお支払い

下さい。 

  

４ サービス終了について 

（１） あなたのご都合でサービスを終了する場合 

あなたはいつでも契約を解約できますが、次の場合には、解約料をいた 

だきます。 

ア 契約後、介護サービス計画作成段階途中 

   で、あなたの申し出により解約した場合 

居宅介護支援費の半額を解約料

として徴収します。 

イ 市町村への介護サービス計画の届出終了後 

   に解約した場合 
解約料はかかりません。 

ウ その他解約により当事業者に不測の損害を 

   生じさせる場合 
アに準じた解約料 

（２） 当事業者は、あなたがこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った

と認めるときには、直ちにこの契約を解約することができます。 

（３） 当事業者への都合でサービスを終了する場合 

       人員不足等、やむを得ない事情によりこのサービスの提供を終了させて 

いただく場合がございます。この場合は、サービス提供終了後１ヶ月前ま

でに文書であなたに通知するとともに、他の指定居宅介護支援事業者等に

関する情報をあなたに提供いたします。 

（４） 自動終了 

       次の場合には、自動的にサービスを終了いたします。 

       ア あなたが介護保険施設に入院又は入所した場合 

       イ あなたの要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

       ウ あなたが亡くなった場合 
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５ 居宅介護支援に対する苦情 

    当事業者への居宅介護支援及び当事業者が作成した居宅介護サービス計画 

に基づいて提供しているサービスについて苦情相談を承ります。サービスの内

容に関すること、介護支援専門員に関すること、利用料金に関することなど、

お気軽にご相談下さい。 

 

   担  当    井上 勝之   （居宅介護支援センター   センター長 ）       

   電 話  ０５５－９７５－２９５１   ＦＡＸ ０５５－９７５－２９５２ 

   受付時間  午前９時～午後５時 （月曜日から金曜日まで）                       

 

その他、市町村や国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てることができます。 

 

６ 緊急時等における対応方法 

  利用者に対する指定居宅介護支援の提供中に病状の急変などがあった場合 

は、速やかに利用者の主治医・救急隊・緊急時連絡先（家族等）・居宅サービ 

ス事業者等へ連絡するなどの必要な措置を講じます。 

 

７ 個人情報の保護及び秘密の保持 

（１）当事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護 

に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者におけ 

る個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し。適切な取 

り扱いに努めます。 

（２）当事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービ 

  スの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会 

議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意、利用者の 

家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得 

るものとします。 

 

８ 福祉サービス第三者評価の実施状況 

   

実施の有無  有 ・ 無 

市町村 

担当窓口 三島市介護保険課 函南町福祉課 

電話番号 ０５５－９８３－２６０７

(受付時間 8:30～17:15) 

０５５－９７９－８１２６

(受付時間 8:30～17:15) 

国民健康保険 

団体連合会 

担当窓口 静岡県国民健康保険団体連合会 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０(受付時間 8:30～17:15) 


